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１　基本事項の評価

１
専門技術力
（経験年数、実績）
【様式４】【様式５】

・類似業務の実績を有しているか。
・担当者又は技術者が求める経験年数を満たしているか。
（事務局が客観的視点により採点）
 ①～③の合計点を評価点とする。
　①業務実績件数
　　　３件以上 ２点、１～２件 １点
　②業務責任者の同種業務の実績
　　　２件以上 １点、１件 ０点
　③業務担当者の同種業務の実績（業務担当者の平均・小
　　数点以下切り捨て）
　　　３件以上 ２点、 １～２件 １点

20 16 16 16 16 16 80 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 12 60 20 20 20 20 20 100

２
専任性
（手持ち業務量）
【様式５】【様式６】

・担当者又は技術者が他の業務（案件）を担当せず、本件に
ついて専任となっているか。
（事務局が客観的視点により採点）
①～③の合計点を評価点とする。
　①業務責任者の手持ち業務量
　　　業務責任者が専任　２点、１件以上兼務 １点
　②業務担当者の手持ち業務量（担当者の平均・小数点以
　　下切り捨て）（配点上限は２点とする）
　   １件以下の場合 ２点、２件以上 １点
　③業務の継続性（業務担当者のサポート体制）
　　　業務担当者が２名以上かつ類似業務を実施  １点
　　　それ以外 ０点

10 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 2 2 2 2 2 10 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30

３

実施体制の的確性
（業務従事予定者の動
員計画）【様式５】
【様式６】

・期間内に必要な業務遂行が十分に見込める体制になってい
るか。
（事務局が客観的視点により採点）
①～③の合計点を評価点とする。
　①業務従事予定者の配置計画及び担当予定業務が明確
　　１点、明確でない　０点
　②実施スケジュールと進行管理方法が明確かつ仕様書に
　　記載のスケジュールと同様となっている　２点、明確
　　だが仕様書に記載のスケジュールと異なる　１点、明
　　確でない　０点
　③仕様書に定めるAdobeソフトの実務経験3年以上の担当
　　者の人数について
　　　業務責任者と業務担当者の計２名以上　２点
　　  業務責任者のみ又は業務担当者のみ　  １点
　　  上記以外（記載していない場合も含む　０点

10 10 10 10 10 10 50 6 6 6 6 6 30 8 8 8 8 8 40 8 8 8 8 8 40 6 6 6 6 6 30 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 50

40 32 32 32 32 32 160 32 32 32 32 32 160 34 34 34 34 34 170 34 34 34 34 34 170 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 36 36 36 36 36 180
満点 200 満点 200 満点 200 満点 200 満点 200 満点 200 満点 200

平均 32.0 平均 32.0 平均 34.0 平均 34.0 平均 20.0 平均 20.0 平均 36.0

２　企画提案の評価
（１）広告企画立案について【任意様式７】

ア 業務趣旨の理解
事業の目的（港区の施策や魅力を発信すること）を正確に把
握し、提案に反映しているか。 15 9 9 6 9 9 42 9 12 9 12 12 54 9 9 9 9 12 48 12 12 12 15 9 60 12 9 9 15 15 60 9 9 9 9 9 45 9 6 6 9 9 39

イ 提案の具体性
課題に適したターゲットや広告媒体選定、目標値設定（イン
プレッション、クリック率等）がされているか、配信スケ
ジュール設定が実現可能なものになっているか。

20 15 15 10 15 10 65 15 20 15 15 20 85 10 15 15 15 20 75 20 25 20 25 15 105 20 15 20 25 25 105 15 15 10 15 15 70 15 10 10 10 15 60

ウ 業務体制
広告企画を立案するために適切な人数・経験・専門性のある
スタッフを配置する計画であるか。 15 6 6 6 6 6 30 6 6 8 8 8 36 6 6 6 8 8 34 6 8 8 10 8 40 6 6 6 10 8 36 6 4 4 8 6 28 6 4 4 6 6 26

（２）投稿コンテンツ制作について【任意様式８】

ア 投稿の戦略性 ターゲットに適合し、可読性の高い表現となっているか。 20 8 12 8 12 12 52 12 16 12 16 16 72 12 12 12 12 12 60 20 16 16 20 12 84 20 16 16 16 20 88 12 12 8 12 8 52 4 4 8 12 8 36

イ 投稿コンテンツ
投稿文、画像、キャッチコピーなど主要メッセージの視認性
が高く、一目で要点が伝わる設計になっているか。 25 10 15 10 15 20 70 15 20 10 20 20 85 15 15 15 10 15 70 25 20 25 20 20 110 20 20 15 15 25 95 15 15 10 10 10 60 5 5 10 10 10 40

（３）運用改善のための数値分析について【任意様式９】

ア 数値分析
区が提示する広告の実績数値をもとに、専門的な知見で、複
数の角度から数値をわかりやすく分析しているか。 20 12 8 8 8 12 48 12 12 12 12 12 60 16 12 12 12 20 72 20 16 16 16 16 84 20 16 12 20 20 88 8 12 12 8 8 48 8 4 8 12 8 40

イ
数値に基づいた改善提

案
数値分析に基づき、改善に向けた具体的な改善提案がなされ
ているか。 25 10 15 10 15 15 65 10 15 15 15 15 70 15 15 15 15 25 85 25 20 20 20 20 105 25 15 15 25 25 105 15 15 15 10 10 65 15 5 10 10 10 50

140 70 80 58 80 84 372 79 101 81 98 103 462 83 84 84 81 112 444 128 117 117 126 100 588 123 97 93 126 138 577 80 82 68 72 66 368 62 38 56 69 66 291
満点 700 満点 700 満点 700 満点 700 満点 700 満点 700 満点 700

平均 74.4 平均 92.4 平均 88.8 平均 117.6 平均 115.4 平均 73.6 平均 58.2

３　見積額の評価

1 見積価額

・参考事業規模に対する見積額により採点
（事務局が客観的視点により採点）
8,811,001円～9,300,500円　５点
9,300,501円～9,790,000円　４点
8,321,501円～8,811,000円　３点
7,832,001円～8,321,500円　２点
7,832,000円以下　１点

20 16 16 16 16 16 80 20 20 20 20 20 100 4 4 4 4 4 20 16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80

20 16 16 16 16 16 80 20 20 20 20 20 100 4 4 4 4 4 20 16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80
満点 100 満点 100 満点 100 満点 100 満点 100 満点 100 満点 100

平均 16.0 平均 20.0 平均 4.0 平均 16.0 平均 16.0 平均 16.0 平均 16.0

200 118 128 106 128 132 612 131 153 133 150 155 722 121 122 122 119 150 634 178 167 167 176 150 838 159 133 129 162 174 757 116 118 104 108 102 548 114 90 108 121 118 551
満点 1000 満点 1000 満点 1000 満点 1000 満点 1000 満点 1000 満点 1000

平均 122.4 平均 144.4 平均 126.8 平均 167.6 平均 151.4 平均 109.6 平均 110.2

300

加点項目

区内事業者の場合に、事務局採点項目の配点（満点）
の合計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定、厚生労働省次
世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１
３条の認定又は女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律（平成２７年法律第６４号）第９条若しくは第１２条の
認定を受けている事業者に、事務局採点項目の配点（満点）
の合計５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局採
点配点
の5%

障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に規定する法定
雇用障害者数以上の障害者雇用がある事業者に、事務局採点
項目の配点（満点）の合計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

ISO14001の認証等に参加している又はMINATO再エネ100電力
利用事業者認定を受けている事業者に、事務局採点項目の配
点（満点）の５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局採
点配点
の5%

区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時に
おける協定の締結がある団体の構成員である場合、事務局採
点項目の配点（満点）の５％を加点

事務局採
点配点
の5%

事務局採点配点

港区SNS・Web広告出稿事業支援業務委託　事業候補者選考　【一次審査結果】

項番・項目 評価の視点 配点
A事業者 B事業者（株式会社バント） C事業者 D事業者 E事業者 F事業者 G事業者

一次審査 小計①

一次審査 小計②

一次審査 小計③

合計（小計①+②+③）

該当する 15 該当しない区内事業者優遇 該当しない 0 該当しない 0 該当しない

該当しない 0

0 該当しない 0

ワーク・ライフ・バラン
ス推進の評価

該当しない 0 該当しない 0 該当しない 0

0 該当する 15

0 該当しない

該当しない 0

障害者雇用の評価 該当しない 0 該当しない 0 該当する 15 該当しない

該当しない 0 該当しない 0

該当しない 0

0

環境配慮に対する評価 該当しない 0 該当する 0 該当しない 0 該当しない 0

0 該当しない 0 該当しない

該当しない

該当しない 0 該当しない 0

災害協定活動の評価 該当しない 0 該当しない 0

838 772

0 該当しない 0 該当しない 0

一次審査合計（加点項目含む） 612 722 649 548 566

0 該当しない 0該当しない


